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(57)【要約】
【課題】金属反射層を備えたホログラム層を有しながら
、セキュリティインクでの検知も可能なセキュリティデ
バイスを提供することを課題とする。
【解決手段】少なくとも、ホログラムを形成する光回折
パターンが凹凸模様として記録されているホログラム形
成層、可視光を反射し部分的に光を透過する網点状金属
反射層、セキュリティインク印刷部が順次積層されてな
ることを特徴とする光学素子。網点状金属反射層の網点
開孔部の面積率が５％から３０％の範囲の光学素子。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、ホログラムを形成する光回折パターンが凹凸模様として記録されているホ
ログラム形成層、網点状金属反射層、セキュリティインク印刷層が順次積層されてなるこ
とを特徴とする光学素子。
【請求項２】
　網点状金属反射層の網点開孔部の面積率が５％から３０％の範囲であることを特徴とす
る請求項１に記載の光学素子。
【請求項３】
　セキュリティインク印刷層が、紫外線、可視光線、赤外線のいずれかの光線で励起され
て発光する蛍光物質を含む蛍光インクで印刷されていることを特徴とする請求項１または
２に記載の光学素子。
【請求項４】
　セキュリティインク印刷層がその内側に設けられた赤外光反射層の外側に赤外光吸収イ
ンクにより印刷されているか、その内側に設けられた赤外光吸収層の外側に赤外光反射イ
ンクにより印刷されていることを特徴とする請求項１または２に記載の光学素子。
【請求項５】
　剥離性保護層を介して支持体をホログラム形成層側に設けて構成されたことを特徴とす
る請求項１から４のいずれか１項に記載の光学素子を備えた転写箔。
【請求項６】
　透明保護層をホログラム形成層側に設け、粘着層もしくは感圧接着層をセキュリティイ
ンク印刷層側に設けて構成されたことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載
の光学素子を備えたシール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真贋判定可能なセキュリティラベルに関する。とくにホログラムとセキュリ
ティインクを用いた光学素子とそれを備えた転写箔およびシールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、真贋判定可能な技術として、ホログラムを用いたラベルが知られている。
　たとえば、キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカード、証券、通帳、パ
スポート等において、ホログラム等を貼り付けてその真正さの保証やカード等の意匠性付
与が行われている。
　真正さの保証はホログラムの偽造困難性を利用したものであり、ホログラムが貼り付け
られたカード等の真正さの確認は、目視による認証によって行っていた。
【０００３】
　従来のキャッシュカード等に用いられているホログラムの機能は、目視による認証性を
持たせたり、意匠性の付与が主体であり、熟練した人でなければ厳密な鑑定は困難であり
、無人のカード等処理装置での不正防止や認証に関しては、まったく機能を有していなか
った。
　このために、ホログラム再生像そのものを光学センサーにより認識して、カード等の真
正さの確認を行う提案が数多くなされてきた（特許文献３他）。
【０００４】
　しかし、従来、用いられていたレリーフホログラム等は偽造し難い特徴はあるが、エン
ボスにより複製するため、個体識別のための可変情報（例えば、通し番号）を付与しよう
とすると、その都度、版をかえてエンボスしなければならず、基本的に、同じ絵柄、情報
しか付与することができないものであり、可変情報は、ホログラムとは別の領域の磁気記
録部や印刷記録部に記録する必要があり、カード等の上のスペースや意匠性に大きな制約
があった。
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　また、可変情報がホログラムと別の領域に記録されているため、可変情報を書き換えら
れる場合があり、ホログラムの偽造し難い特徴が、可変情報自体の真正さの保証とはなら
なかった。
【０００５】
　個体識別のための可変情報の記録方法としては、人の目では認識できないが赤外線検出
器等の検証機で検知可能なセキュリティインクを用いて文字、記号を設けたラベルなども
知られている。
　たとえば、書類、金券、カード等の印刷物の偽造や改ざんを防止するために、通常の可
視光等では認識できないが、紫外線を照射したときにだけ、可視光領域に蛍光を発し識別
可能となる蛍光潜像技術がある。
【０００６】
　この蛍光潜像を形成するには、紫外線の照射により蛍光発色するインキを用いて印刷す
れば作製可能である。
　しかし、この偽造防止方法は、安価なブラックライトを購入し、紫外線を照射すれば、
目視で確認できるため、不特定多数の人がその偽造防止技術の存在を認識できるという問
題点があった。
【０００７】
　一方で、高度な偽造防止技術を必要とする媒体では、上記の蛍光発光インキだけでは、
偽造防止効果が少ないため、ごく限られた人物のみだけに検出可能な偽造防止技術が望ま
れており、そのための材料として赤外線吸収インキや赤外線発光インキなどが開発されて
いる。
　この赤外線吸収インキや赤外線発光インキは、赤外線を照射しても、目視ではその発光
効果を観察することができず、特定の可視化装置によってのみ観察可能であり、偽造防止
効果は高い。
【０００８】
　たとえば、特許文献１では、基材の上に、第１の赤外線吸収性印刷インキから構成され
た第１の印刷画像、及び第１の赤外線吸収性印刷インキの赤外線波長域における赤外線吸
収性とは異なる赤外線吸収性を有する第２の赤外線吸収印刷インキから構成された第２の
印刷画像を備え、第１の印刷画像と第２の印刷画像は、いずれも赤外線による機械読み取
りが可能で、且ついずれか片方は該片方のみの機械読み取りが可能な赤外線波長域を有す
ることを特徴とする機械読み取り可能な情報印刷物が提案されている。
【０００９】
　また、特許文献２では、基板上に赤外光で励起されて赤外波長領域で発光する無機蛍光
体を含む赤外発光層を設けた印刷物において、赤外発光層の結合剤成分として、ポリウレ
タン樹脂、ポリカーボネ－ト樹脂、ポリビニルブチラ－ル樹脂、ポリスチレン樹脂、アク
リルシリコ－ン樹脂、アルキッド樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチルアクリレ
－ト樹脂、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂もしくはこれらの変性物から選ばれる少なくと
も１種以上の結合剤樹脂、あるいはエポキシアクリレ－ト、ポリエステルアクリレ－ト、
ポリエーテルアクリレ－ト、ウレタンアクリレ－ト、アクリルアルキレ－ト、アルキドア
クリレ－トから選ばれる少なくとも１種以上の樹脂を含有させたことを特徴とする赤外発
光層印刷物が提案されている。
【００１０】
　さらに、特許文献４のように、光学的な読取手段を有するカード等の処理装置により認
証が可能で、偽造、変造が困難な光回折パターン記録媒体としてホログラムと赤外線で検
知可能なセキュリティインクを設けたデバイスが知られている。
　このデバイスは少なくとも、光回折パターンが凹凸模様として記録されているレリーフ
層、実質的に赤外光を透過し可視光を透過しない隠蔽層、赤外光吸収部または反射部から
なる印刷部が順次積層されてなることを特徴とする光回折パターン記録媒体である。
【００１１】
　しかし、ホログラムは通常金属反射層や高屈折率層を設けて視認性を高めているが、金
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属反射層を用いた場合、特許文献４のようなホログラム層の下層にセキュリティインク層
を設けた構成では、反射層がセキュリティインクの検知の邪魔になる。
　具体的には赤外線によりセキュリティインクを検知しようとする場合、金属反射層が赤
外線を遮断するため、セキュリティインクの検知が出来なくなってしまう。
　そこで、本発明者等は、金属反射層を有するホログラム層を有しながら、セキュリティ
インクでの検知も可能なセキュリティデバイスを提供することの可能性を鋭意検討した結
果本発明に到達した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－２４６７１９号公報
【特許文献２】特許第２９９２６５１号公報
【特許文献３】特開平１－１４２７８４号公報
【特許文献４】特開平６－２４７０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、金属反射層を備えたホログラム層を有しながら、セキュリティインクでの検
知も可能なセキュリティデバイスを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の課題を解決するために、本発明の請求項１に係る発明は、 少なくとも、ホログ
ラムを形成する光回折パターンが凹凸模様として記録されているホログラム形成層、可視
光を反射し部分的に光を透過する網点状金属反射層、セキュリティインク印刷部が順次積
層されてなることを特徴とする光学素子である。
【００１５】
　本発明の請求項２に係る発明は、網点状金属反射層の網点開孔部の面積率が５％から３
０％の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の光学素子である。
【００１６】
　本発明の請求項３に係る発明は、セキュリティインク印刷層が、紫外線、可視光線、赤
外線のいずれかの光線で励起されて発光する蛍光物質を含む蛍光インクで印刷されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の光学素子である。
【００１７】
　本発明の請求項４に係る発明は、セキュリティインク印刷層がその内側に設けられた赤
外光反射層の外側に赤外光吸収インクにより印刷されているか、その内側に設けられた赤
外光吸収層の外側に赤外光反射インクにより印刷されていることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の光学素子である。
【００１８】
　本発明の請求項５に係る発明は、剥離性保護層を介して支持体をホログラム形成層側に
設けて構成されたことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の光学素子を備
えた転写箔である。
【００１９】
　本発明の請求項６に係る発明は、透明保護層ホログラム形成層側に設け、粘着層もしく
は感圧接着層をセキュリティインク印刷層側に設けて構成されたことを特徴とする請求項
１から４のいずれか１項に記載の光学素子を備えたシールである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、網点状金属反射層を有するホログラム形成層とセキュリティインクを
組み合わせることで、ホログラムの視認性を有しながら、セキュリティインクの機械検知
が可能なデバイスとすることが出来る。
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【００２１】
　本発明の光学素子は少なくとも、ホログラムを形成する光回折パターンが凹凸模様とし
て記録されているホログラム形成層、可視光を反射し部分的に光を透過する網点状金属反
射層、セキュリティインク印刷部が順次積層されてなることを特徴とする光学素子である
から、ホログラムの偽造困難性を利用した真贋判定とセキュリティインクの機械検知を利
用した情報隠蔽の両方の手法を併用して、従来困難であった真贋判定と秘密情報の読み出
しを簡易かつ確実に行える光学素子としたものである。
【００２２】
　ホログラム回折格子を形成した層の内側表面にホログラムの視認性を高めるために金属
薄膜による反射層を設けて、かつ、金属反射層により入射光と反射光が部分的に遮断され
るように金属反射層に網点状の光透過孔を設けることで可視光を反射し部分的に光を透過
して内側のセキュリティインク層の検知を可能にしたことによって本発明の光学素子を形
成することが出来た。
【００２３】
　本発明の光学素子を構成する網点状金属反射層の網点開孔部の面積率が５％から３０％
の範囲であることによって本発明の光学素子は効果的に機能を発揮できる。
　すなわち、網点開孔部の面積率が５％未満であると網点状金属反射層はほとんど光を通
さないので隠蔽層としても働き、ホログラムの視認性は優れているが、セキュリティイン
ク層の情報を読み取ることが出来なくなってしまう。
　網点開孔部の面積率が３０％を超えるとセキュリティインク層の情報を読み取る距離は
広がるが、ホログラムの視認性を高める反射層としての効果が低減してしまう。
【００２４】
　セキュリティインク印刷層が、紫外線、可視光線、赤外線のいずれかの光線で励起され
て発光する蛍光物質を含む蛍光インクで印刷されていることによって、励起波長の光線を
照射するという操作によって初めて発光しセキュリティインク印刷層に記録された情報を
確実に読み取ることが出来るようになる。
　また、たとえば、赤外線で励起して赤外領域に発光する蛍光物質を蛍光インクに用いる
ことによって、外観からは情報の読み取りの操作自体も検知できないような検知方法を用
いることが出来る。
　上記蛍光物質を含む蛍光インクは目視では上記蛍光物質を含まないインクと区別するこ
とが出来ず、特定波長の光源を備えた装置において赤外光を照射した場合のみ発光する。
この場合の発色は可視光領域から外れた赤外領域の波長であるから目視では確認できない
。
【００２５】
　本発明の光学素子においては、セキュリティインクとして赤外光吸収インクや赤外光反
射インキを用いることも出来る。
　赤外光吸収インクの記録情報を確実に検知するには赤外光吸収インクの赤外光の吸収性
を高める必要があるが、これによってインキ自体の可視光の吸収性も変化して目視での視
認性も変動するという問題も起こる。
【００２６】
　セキュリティインク印刷層がその内側に設けられた赤外光反射層の外側に赤外光吸収イ
ンクにより印刷されていることによって反射層と吸収インク層との吸収率の差が大きくな
りコントラストが明確について機械による読み取りがより確実になる。
　内側に設けられた赤外光吸収層の外側に赤外光反射インクにより印刷されている場合も
同様である。
【００２７】
　本発明の光学素子を、対象とする物品に装着する方法にはいろいろあるが代表的には、
熱転写や感圧転写等の転写によって光学素子層を物品表面に転移させる方法とシール状に
形成したラベルとして粘着剤等によって光学素子層を物品表面に貼着する方法が挙げられ
る。
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【００２８】
　転写による方法に適用する場合には透明なプラスチックからなる剥離性保護層を介して
シート状の支持体をホログラム形成層側に設けて構成された転写箔を用いることによって
表面が保護された光学素子層を物品表面に簡単に形成することができる。
　この場合、光学素子層裏面には熱転写、感圧転写等の転写の方式によってそれぞれ適切
な粘着層や接着層を設けることが通常行われる。
　シール状に形成したラベルとして用いる場合には通常はホログラム形成層表面に透明保
護基材を設けて構成されたシートを粘着剤等によって物品表面に貼着する方法がとられる
。
【００２９】
　以上のように本発明によれば、金属反射層を備えたホログラム層を有しながら、セキュ
リティインクでの検知も可能なセキュリティデバイスを提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の光学素子の構成の一例を示す断面模式図。
【図２】本発明の転写箔の構成の一例を示す断面模式図。
【図３】本発明のシールの構成の一例を示す断面模式図。
【図４】本発明の光学素子のセキュリティインク層の断面略図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明に係る光学素子を必要に応じて図面を参照して説明する。
本発明に係る光学素子（１）は、図１にその断面の略図を示したように、ホログラムを形
成する光回折パターンが凹凸模様として記録されているホログラム形成層（４）、網点状
金属反射層（５）、セキュリティインク印刷層（６）が順次積層されてなる光学素子であ
る。
【００３２】
　ホログラム形成層（４）としては、回折構造や体積ホログラムなど公知のものを用いる
ことが出来る。
　凹凸模様として記録される光回折パターンとしては、物体光と参照光との光の干渉によ
る干渉縞の光の強度分布が凹凸模様で記録されたレリーフホログラムやレリーフ回折格子
が記録可能であり、フレネルホログラム、フラウンホーファホログラム、レンズレスフー
リエ変換ホログラム、イメージホログラム等のレーザー再生ホログラム、およびレインボ
ーホログラム等の白色光再生ホログラム、さらに、それらの原理を利用したカラーホログ
ラム、コンピュータホログラム、ホログラムディスプレイ、マルチプレックスホログラム
、ホログラフィックステレオグラムや、ホログラム記録手段を利用したホログラフィック
回折格子があげられ、その他、電子線描画装置などを用いて機械的に回折格子を作成する
ことにより、計算に基づいて任意の回折光が得られるホログラムや回折格子等をあげるこ
ともでき、これらが単一若しくは多重に記録されていてもよい。
【００３３】
　たとえば回折構造を用いたホログラムの場合には、光回折パターンは、ホログラムまた
は回折格子を感光性樹脂、サーモプラスチック等を利用して、一旦、凹凸の形で表現して
、レリーフホログラムまたはレリーフ回折格子とし、得られたレリーフホログラムまたは
レリーフ回折格子を、めっき等により型取りして金型もしくは樹脂型を作成し使用するこ
とにより、合成樹脂に対する賦型法でレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子の大量
複製が可能となる。
　ホログラム構成層（４）は賦型可能な合成樹脂により、厚みは０．４～４μｍ程度、好
ましくは、１～２μｍの範囲に構成されていることが好ましい。
【００３４】
　賦型可能な合成樹脂としては次のようなものを挙げることができる。ポリ塩化ビニル、
アクリル（例、ＭＭＡ）、ポリスチレン、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂、不飽和ポ



(7) JP 2013-195640 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

リエステル、メラミン、エポキシ、ポリエステル（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ
）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ポリエーテル（メタ）アクリレート、
ポリオール（メタ）アクリレート、メラミン（メタ）アクリレート、トリアジン系アクリ
レート等の熱硬化性樹脂を硬化させたもの、或いは、上記熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂と
の混合物が使用可能である。
【００３５】
　賦型可能な合成樹脂としては、ラジカル重合性不飽和基を有する熱成形性物質が使用可
能であり、これには次の２種類のものがある。
（１）ガラス転移点が０°Ｃから２５０°Ｃのポリマー中にラジカル重合性不飽和基を有
するもの。さらに具体的には、ポリマーとしては以下の化合物を重合もしくは共重合させ
たものに対しラジカル重合性不飽和基を導入したものを用いることができる。
・水酸基を有する単量体：Ｎ－メチロールアクリルアミド、２－ヒドロキシエチルアクリ
レート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、
２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、２－ヒドロキシブチルアクリレート、２－ヒド
ロキシブチルメタクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルアクリレート、
２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルメタクリレートなど。
・カルボキシル基を有する単量体：アクリル酸、メタクリル酸、アクリロイルオキシエチ
ルモノサクシネートなど。
・エポキシ基を有する単量体：グリシジルメタクリレートなど。
・アジリジニル基を有する単量体：２－アジリジニルエニルメタクリレート、２－アジリ
ジニルプロピオン酸アリルなど。
・アミノ基を有する単量体：アクリルアミド、メタクリルアミド、ダイアセトンアクリル
アミド、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレートな
ど。
・スルフォン基を有する単量体：２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルフォン酸
など。
・イソシアネート基を有する単量体：２，４－トルエンジイソシアネートと２－ヒドロキ
シエチルアクリレートの１モル対１モル付加物などのジイソシアネートと活性水素を有す
るラジカル重合性の付加物など。
　さらに、上記の共重合体のガラス転移点を調節したり、硬化膜の物性を調節したりする
ために、上記の化合物と、この化合物と共重合可能な以下のような単量体と共重合させる
こともできる。このような共重合可能な単量体としては、例えばメチルアクリレート、メ
チルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、プロピルアクリレー
ト、プロピルメタクリレート、ブチルアクリレート、ブチルメタクリレート、イソブチル
アクリレート、イソブチルメタクリレート、ｔ－ブチルアクリレート、ｔ－ブチルメタク
リレート、イソアミルアクリレート、イソアミルメタクリレート、シクロヘキシルアクリ
レート、シクロヘキシルメタクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチル
ヘキシルメタクリレートなどが挙げられる。
　上述のようにして得られた重合体を反応させ、ラジカル重合性不飽和基を導入すること
によって、本発明に係る材料を得ることができる。
【００３６】
（２） 融点が０°Ｃから２５０°Ｃでありラジカル重合性不飽和基を有する化合物。具
体的にはステアリルアクリレート、ステアリルメタクリレート、トリアクリルイソシアヌ
レート、シクロヘキサンジオールジアクリレート、シクロヘキサンジオールジメタクリレ
ート、スピログリコールジアクリレート、スピログリコールジメタクリレートなどが挙げ
られる。
【００３７】
　また、賦型可能な合成樹脂として前記（１）、（２）を混合して用いることもでき、さ
らに、それらに対してラジカル重合性不飽和単量体を加えることもできる。
　このラジカル重合性不飽和単量体は、電離放射線照射の際、架橋密度を向上させるもの
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であって、前述の単量体の他にエチレングリコールジアクリレート、エチレングリコール
ジメタクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジ
メタクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート
、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレート、
トリメチロールプロパンジメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、
ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、
ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート
、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、エチレングリコールジグリシジルエー
テルジアクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、ポリ
エチレングリコールジグリシジルエーテルジアクリレート、ポリエチレングリコールジグ
リシジルエーテルジメタクリレート、プロピレングリコールジグリシジルエーテルジアク
リレート、プロピレングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、ポリプロピレ
ングリコールジグリシジルエーテルジアクリレート、ポリプロピレングリコールジグリシ
ジルエーテルジメタクリレート、ソルビトールテトラグリシジルエーテルテトラアクリレ
ート、ソルビトールテトラグリシジルエーテルテトラメタクリレートなどを用いることが
でき、前述した共重合体混合物の固形分１００重量部に対して、０．１から１００重量部
で用いることが好ましい。
　また、上記のものは電子線により充分に硬化可能であるが、紫外線照射で硬化させる場
合には、増感剤としてベンゾキノン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテルなどのブン
ゾインエーテル類、ハロゲン化アセトフェノン類、ビアセチル類などの紫外線照射により
ラジカルを発生するものも用いることができる。
【００３８】
　樹脂層にレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子を上記のような賦型可能な合成樹
脂を使用して設けるには、従来既知の方法が利用できる。
　レリーフホログラムまたはレリーフ回折格子を形成するための型としては、（１） 物
体光と参照光との干渉縞が凹凸の形でフォトレジスト上に、露光及び現像により形成され
ているもの、（２） 上記（１）の凹凸のある側（型面）に、銀めっき又はニッケルめっ
きを行う等により、上記（１）の凹凸が複製された金型、および、（３） 上記（１）も
しくは（２）の型の型面の凹凸を合成樹脂で複製した樹脂型等のいずれでも使用でき、こ
れらの型は適宜な手段で多数複製して適当な配列を行って複合型とし、一回の賦型工程で
多くのレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子が複製できるようにするとよい。
　なお、合成樹脂で型を作る際には、型の耐磨耗性、熱プレスするときは型の耐熱性を向
上させる意味で、熱硬化性もしくは電離放射線硬化性の合成樹脂を型の材料として使用す
るのがよい。
【００３９】
　図１に示す網点状金属反射層（５）はホログラム形成層（４）の光回折パターンに反射
性を与えるものであって、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｇｅ、Ａ
ｌ、Ｍｇ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｂｉ、Ｓｅ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｒｂなどの金属お
よびその酸化物、窒化物などを単独もしくは２種以上組み合わせて用いて形成される。
　これらの金属のうちＡｌ，Ｃｒ，Ｎｉ，Ａｇ，Ａｕなどが特に好ましい。
　網点状金属反射層（５）は蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、ＣＶＤなど
の方法や、めっきによって形成でき、その厚みは２００～１０００Åであることが好まし
い。
【００４０】
　可視光を反射し部分的に光を透過する金属反射層への網点状開孔部の形成法としては、
反射層の金属上にマスク層を形成し、エッチングにより部分的に反射層の金属を除去する
方法や、レーザー等で反射層の金属を部分的に除去または改質させる等の公知の方法を用
いることが出来る。
　マスク層はエッチング液に耐性のある樹脂材料などを通常の印刷法などにより形成した
ものを用いることが出来る。
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　このようにして形成した金属反射層の網点状開孔部の面積比率は５～３０％の範囲内で
あることが好ましい。これ以下であるとホログラムとしての視認性に乏しくこれ以上であ
ると反射層が光線透過を妨げるために機械検知の邪魔になる。さらに好ましくは２０～２
５％である。
【００４１】
　図１に示すセキュリティインク層（６）のインクとしては、蛍光インクや赤外領域に吸
収のあるインクなどを用いることが出来る。
　赤外領域に吸収のあるインクとしては、赤外領域に吸収のある物質と溶剤からなるもの
を用いることが出来、必要に応じてアクリル系などの樹脂バインダーを含有させることが
出来る。
【００４２】
　図４（Ａ）にはセキュリティインク層（６）として赤外光吸収インク層（６ａ）を赤外
光反射層（１２）の表面に形成した場合の断面を示した。
　赤外光吸収インクに使用可能なバインダーに、例えば、カーボンブラック、黒化銀、シ
アニン系色素、フタロシアニン系色素、ナトキノン系色素、アントラキノン系色素、ジル
オール系色素、トリフェニルメタン系色素などからなる赤外光を吸収する各種の顔料、染
料を添加し、さらに必要に応じて、可塑剤、安定剤、ワックス、グリース、乾燥剤、乾燥
補助剤、硬化剤、増粘剤、分散剤を添加した後、溶剤あるいは希釈剤で充分に混練してな
る塗料あるいはインクを用いて、通常のグラビア法、オフセット法、シルク法、サーマル
ヘッド等による感熱転写法、昇華転写法、インクジェット法、静電吸着法などの印刷方法
により、所望部分に形成できる。
【００４３】
　セキュリティインク層（６）の印刷は赤外光反射インキ（６ｂ）の印刷によって行って
もよい。
　その場合には、赤外光を反射する基材（１２）のかわりにナイロン、セルロースジアセ
テート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル
、ポリイミド、ポリカーボネート等の樹脂、あるいはこれらの樹脂にカーボンブラック、
黒化銀、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、ナトキノン系色素、アントラキノン系
色素、ジルオール系色素、トリフェニルメタン系色素等の色素が混合された赤外光を吸収
もしくは透過する基材（１１）を用いる。
【００４４】
　図１に示すセキュリティインク層（６）のインクとして蛍光インクを用いることが出来
る。蛍光インクとしてはたとえば、紫外線を照射することにより可視光を発光する顔料や
赤外線を照射することにより赤外光を発光する顔料、および樹脂からなるインクを用いる
ことが出来る。
【００４５】
　赤外線を発光する顔料としては、例えば、バナジウム酸塩やモリブデン酸塩、タングス
テン酸塩、リン酸塩などをネオジウムとイッテルビウムでドープしたものやこのネオジウ
ムやイッテルビウムの一部を３価を取り得る元素で置換した材料などが使用可能である。
【００４６】
　このような顔料としては、たとえば、
Ｃａ１０(ＰＯ４)６Ｆ２：Ｎｄ，Ｙｂ
Ｃａ８Ｌａ２(ＰＯ４)６Ｏ２：Ｎｄ，Ｙｂ
ＹＡｌＯ３：Ｎｄ，Ｙｂ
Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｎｄ，Ｙｂ
(Ｙ，Ｌａ，Ｌｕ)ＰＯ４：Ｎｄ，Ｙｂ
(Ｎｄ，Ｙｂ)Ｐ３Ｏ９

(Ｎｄ，Ｙｂ)Ｐ５Ｏ１４

(Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ)(Ｎｄ，Ｙｂ)Ｐ４Ｏ１２

Ｋ３(Ｎｄ，Ｙｂ)Ｐ２Ｏ８
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Ｎａ(Ｎｄ，Ｙｂ)(ＷＯ４)２
Ｎａ５(Ｎｄ，Ｙｂ)(ＷＯ４)４
Ｎａ(Ｎｄ，Ｙｂ)(ＭｏＯ４)２
Ｎａ５(Ｎｄ，Ｙｂ)(ＭｏＯ４)４
Ｎａ２(Ｎｄ，Ｙｂ)Ｍｇ２(ＶＯ４)３
(Ａｌ，Ｃｒ)３(Ｎｄ，Ｙｂ)(ＢＯ３)４
Ｎａ５(Ｎｄ，Ｙｂ)((Ｓｉ，Ｇｅ)Ｏ３)４
Ｎａ３(Ｎｄ，Ｙｂ)(Ｓｉ，Ｇｅ)２Ｏ７

(Ｎｄ，Ｙｂ)ＭｇＡｌ１１Ｏ１９

(Ｙ，Ｌａ，Ｎｄ，Ｙｂ) ＶＯ４

などの材料が挙げられる。蛍光インクとしては蛍光物質と溶剤からなるものを用い、必要
に応じてアクリル系などの樹脂バインダーを含有させてインク化したものを使用すればよ
い。
【００４７】
　図４（Ａ）に示したように、セキュリティインクとして赤外領域に吸収のあるインク（
６ａ）を用いる場合、裏側にさらに赤外光反射層（１２）を設けることが好ましい。
　赤外光反射層（１２）を設けることで、機械検知する際に、インクによる赤外吸収パタ
ーンを高コントラストで検知できる。なお、赤外光反射性の物質に貼付する場合は赤外光
反射層は設けなくても良い。
【００４８】
　赤外光反射層（１２）は、基材として要求される耐熱性、強度、剛性、隠蔽性、光不透
過性等を考慮して、ナイロン、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、ポ
リ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリイミ
ド、ポリカーボネート等の樹脂、銅、アルミニウム等の金属、紙、含浸紙等の材料の中か
ら適宜選択した材料の単独あるいは組み合わせた複合体の基材により構成することができ
る。
【００４９】
　その他、一般的な基材の表面にファストエローＧ、ファストエロー１０Ｇ、ジスアゾエ
ローＡＡＡ、ジスアゾエローＡＡＭＸ、ジスアゾエローＡＡＯＴ（以上、黄色顔料）、ト
ルイジンレッド、ナフトールカーミンＦＢ、ナフトールレッドＭ、ビラロゾンレッド（以
上、赤色顔料）、ビクトリアピュアブルーＢＯレーキ、ブーシックブルー５Ｂレーキ、フ
ァストスカイブルー、アルカリブルーＧトーナー、レフレックスブルー（以上、青色顔料
）、アニリンブラック、鉄黒、フォーマット墨（マゼンタ＋シアン）（以上、黒色顔料）
、亜鉛華、チタン白、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、アルミナホワイト（以上、白色顔
料）などの赤外光を反射する材料を含む塗料またはインキを塗布または印刷することによ
り赤外反射層（１２）を構成することもでき、また、赤外光を反射する材料を合成樹脂に
混練して赤外光を反射する基材を構成することもできる。
【００５０】
　図２に示すように、転写による方法に適用する転写箔としてアクリル樹脂等の透明なプ
ラスチックからなる剥離性保護層（７）を介して転写後に剥離除去する樹脂シート等のシ
ート状の支持体（８）をホログラム形成層（４）側に設けて構成された転写箔（２）を用
いることによって表面が保護された光学素子層（１）を物品表面に粘着剤または感圧接着
剤（９）等によって簡単に形成することができる。
　シール状に形成したラベルとして用いる場合には通常はホログラム形成層表面にポリエ
ステル樹脂等からなるシート状の透明保護基材（１０）を設けて構成されたシート（３）
を粘着剤または接着剤（９）等によって物品表面に貼着する方法がとられる。
【実施例】
【００５１】
＜実施例１＞
　本発明の光学素子を備えた転写箔を以下の方法で作成した。
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　支持体（８）として１２μｍ厚の二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィ
ルムを用い、その表面に乾燥後膜厚２μｍのアクリル系樹脂からなる剥離性保護層（７）
をグラビア印刷法により形成したのち、ホログラム形成層（４）として乾燥後膜厚１０μ
ｍになるようにアクリル樹脂（ポリメチルメタクリレート：ＰＭＭＡ）を塗布した。
　その後エンボス版によりアクリル樹脂層の表面を加熱加圧して回折構造を形成し、その
上に蒸着法により金属反射層として膜厚１５０ｎｍのアルミニウム薄膜を設けた。さらに
その上に任意の面積比率でマスク層を設け、その後エッチング液により上記反射層を部分
的に除去して金属反射層の網点状開孔部面積比率が５％である網点状金属反射層（５）を
形成した。
　次に、蛍光顔料として粒径が２μｍである赤外蛍光物質Ｎａ５(Ｎｄ，Ｙｂ)(ＭｏＯ４)

４を固形分で１０重量％含むインクにより、セキュリティインク層（６）として文字記号
を形成し、さらに裏面に粘着層（９）を設け、転写箔（２）を得た。
【００５２】
＜実施例２＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が１０％である他は実施例１と同様にして転写箔（
２）を得た。
＜実施例３＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が１５％である他は実施例１と同様にして転写箔（
２）を得た。
＜実施例４＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が２０％である他は実施例１と同様にして転写箔（
２）を得た。
＜実施例５＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が２５％である他は実施例１と同様にして転写箔（
２）を得た。
＜実施例６＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が３０％である他は実施例１と同様にして転写箔（
２）を得た。
【００５３】
＜比較例１＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が０％である他は実施例１と同様にして転写箔（２
）を得た。
＜比較例２＞
　金属反射層の網点状開孔部面積比率が１００％である他は実施例１と同様にして転写箔
（２）を得た。
【００５４】
　得られた転写箔のホログラムとしての視認性と、セキュリティインク層からの蛍光の読
み取り機械での最大検知距離を測定し評価した。
　波長８２５ｎｍの赤外光を含む発光ランプの照射で励起させて、９８７ｎｍ付近の赤外
光を検知した。
　蛍光発光の最大検知距離は上記転写箔の金属反射層がないものを基準として用意し、基
準の転写箔の検知距離に対する、本発明の転写箔の検知距離の比率を（％）で出した。
　結果は表１に示した。結果で◎は問題なし、○はほぼ問題なし、△は使用可、×は使用
不可の意味である。
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【表１】

【００５５】
　表１に示した評価結果から、金属反射層の網点状開孔部面積比率が０％の比較例１にお
いてはセキュリティンク層で発光した赤外線が金属反射層で完全に遮断されてしまうため
に表面側からは検知できない。
　また金属反射層の網点状開孔部面積比率が１００％の比較例２では金属反射層が存在し
ないためにホログラムの視認性は不可となる。
【００５６】
　実施例１から実施例６においては金属反射層の網点状開孔部面積比率が増加するに伴い
、ホログラムの視認性は低下するが逆に蛍光発光の最大検知距離は大きくなり金属反射層
の網点状開孔部面積比率が５％から３０％の範囲が両者の許容限界であると考えられる。
　なかでは実施例２から実施例５の条件、すなわち金属反射層の網点状開孔部面積比率が
１０％から２５％の条件が視認性と検知距離の両者の要件をともに満たす最適範囲であっ
た。
【００５７】
　このようにして、本発明の光学素子によれば、網点状金属反射層を有するホログラム形
成層とセキュリティインクを組み合わせることで、ホログラムの視認性を有しながら、セ
キュリティインクの機械検知が可能なデバイスとすることが出来た。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の光学素子の技術は、異なる２層の光学効果層の間に反射性と透過性を両立させ
た被膜を簡便な手段で設けることにより異なった効果の組み合わせによる高度な偽造防止
を必要とする用途で利用可能である。
【符号の説明】
【００５９】
１…光学素子
２…転写箔
３…シール
４…ホログラム形成層
５…網点状金属反射層
６…セキュリティインク層
６ａ…赤外光吸収インク層
６ｂ…赤外光反射インク層
７…剥離性保護層
８…支持体
９…粘着層または接着層
１０…透明保護基材
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１１…赤外光吸収層
１２…赤外光反射層
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